
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 



 

 

はじめに 

 

 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、各地に甚大な被害をもた

らしました。そして、その復興の過程において、人と人との「絆」の大切さが

大きくクローズアップされるところとなりました。市川市では過去５年間、「人

をつなぐ 未来へつなぐ」を基本理念として、教育行政の充実に努めてきまし

たが、図らずもその理念の重要さが改めて裏付けられた思いです。 

 家庭・学校・地域が、それぞれの役割をしっかりと果たしつつ、互いに連携

協力して教育の充実を図る。それが市川の教育の姿です。そして、その教育の

営みをしっかりと支えていくのが教育委員会の役割だと考えています。 

 今回、教育委員会では、これまでの計画を基盤としつつ、向こう５年間のよ

り一層の教育の振興を図るため、「第２期市川市教育振興基本計画」を策定しま

した。この計画が、教育に関わるすべての人々にとって「絆」の役割を果たし

てくれることを心より願っています。 

 

平成２６年１月 

市川市教育委員会委員長 

                 宇 田 川  進 
 

  

 平成２１年度に、「人をつなぐ 未来へつなぐ 市川の教育」を基本理念とす

る「市川市教育振興基本計画」を策定して以来、５年の歳月が経過しました。 

 子どもや保護者を対象とする教育に関するさまざまな調査や、国の学力学習

状況調査の結果からは、この５年間における市川の教育の着実な成果を確認す

ることができ、基本計画の示す方向性の正しさについて確実な手ごたえを感じ

ているところです。 

 一方、社会全体に目を向けてみますと、この間、東日本大震災の発生や、い

じめ・体罰など、学校教育に係る諸問題の顕在化といった大きな変化が生じて

います。 

 こうした状況を鑑み、教育委員会では、これまでの教育理念の継承と、変化

への適切な対応を主眼とする「第２期市川市教育振興基本計画」を新たに策定

しました。 

この第２期計画が、市川の教育のより一層の振興に向けての明確な道しるべ

となるよう、その施策の計画的な実現に努めてまいります。  

 

平成２６年１月 

市川市教育委員会教育長 

田 中 庸 惠 
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序 章 

 

1 計画策定の趣旨 

 

市川市教育委員会は、戦後約６０年ぶりに改正された教育基本法の基本理念

をふまえ、平成２１年３月に市川市教育振興基本計画（以下「第１期計画」と

いいます。）を策定しました。 

第１期計画は、社会の変化に伴って生じた解決すべき多くの教育課題に対応

し、市川市における教育の一層の振興を図るため、平成２１年度から２５年度

までの５年間にわたり、市川市の実情に応じた教育の振興に関する施策を総合

的かつ計画的に推進してきたものです。 

これまで、第１期計画に基づき、「人と関わる力を身に付ける活動の充実」、

「家庭・学校・地域の連携を図る取り組み」、「生涯学習機会の充実」など、さ

まざまな施策を展開してきました。 

一方、確実かつ急速に進行する社会の変化に対応するため、教育政策は不断

の見直しが求められており、各施策の所期の目的が達成されているかどうかを

十分に評価した上で今後の改善につなげ、さらに新たな施策を実施する必要が

あるところです。 

そこで、近年の少子高齢化、東日本大震災などの社会情勢の急速な変化をふ

まえ、第１期計画の評価に基づく施策の改善を図るとともに、新たな施策を実

施するため、第２期市川市教育振興基本計画（以下「第２期計画」といいます。）

を策定するものです。 
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２ 計画のねらい 

 

この計画は、市川市の教育が目指す基本的な方向と目標を明確にして、そ

の実現に必要な施策を計画的・総合的に実施することをねらいとしています。 

一方、教育の振興を図るためには、家庭・学校・地域・行政がそれぞれの

役割を担いながら、たがいに連携・協力することが不可欠になっていること

から、この計画を教育関係者はもとより、広く市民に示すことにより、市民

の理解と協力を得ることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の位置付け 

 

この計画は、国の第２期教育振興基本計画に照らし合わせて、市川市の教

育振興に関する基本的な計画として策定するものであるとともに、市川市総

合計画の「教育」に関する分野を担うものです。 

また、「学校教育３カ年計画」、「生涯学習推進計画」などは、この計画の部

門別計画となるものです。 
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４ 計画の対象、期間及び構成 

 

⑴ 計画の対象 

この計画では、現在の市川市の教育を取り巻く環境をふまえた施策展開

を効果的に進めていくため、計画の対象範囲を教育委員会が実施する市立

学校における教育・育成に関する施策及び生涯学習全般における学びの支

援に関する施策としています。 

 

⑵ 計画の期間 

平成２６年度から平成３０年度までの５年間とします。 

 

⑶ 計画の構成 

この計画は、市川市の教育の現状と課題を整理し（第１章）、その課題に

対応するため、基本理念を定めるとともに（第２章）、市川市の教育が目指

す基本的な考え方を示した上（第３章）、今後５年間を通して実施する施策

の目標や方向などの基本的な方向を示し、その実現に必要な施策を定めて

います（第４章）。 

また、施策ごとに、目標達成度を直接的又は間接的に測定するための成

果指標を明確に設定し（第４章）、成果を客観的に検証し、そこで明らかと

なった課題などをフィードバックし、施策に反映させる検証改善サイクル

（ＰＤＣA サイクル）を実践することとしています（第５章）。 

なお、「成果指標」は、施策の受益者に対する成果（アウトカム）に係る

目標を設定しています。ただし、施策のアウトカムによる設定が困難であ

る場合に限り、施策の実施により直接的に発現する結果（アウトプット）

に係る目標を設定しています。 
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【計画の全体像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

人をつなぐ 未来へつなぐ 市川の教育 

４１の施策 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本理念 

基本的な考え方 基本的方向 

 

 

 

 

施策 

3 市川の教育の姿 

 

教育環境の整備を図り、質の高

い市川の教育を推進する 

1 子どもの姿 

 

自分や他人を大切にし、社会の

中でたくましく生きていくこと

のできる子どもを育てる 

 ５つの施策の方向 

2 家庭・学校・地域の姿 

 

自らの役割と責任を担いなが

ら、たがいに連携して教育の向上

に取り組む家庭・学校・地域を実

現する 

 ４つの施策の方向 

５つの施策の方向 

目標

目標

目標

１ 

人との関わりを大切に

して、個人の自立を促すと

ともに、社会の一員として

の自覚を養う教育を進め

ます 
 

２ 

体験を重視し、創造力と

実践力を育む教育を進め

ます 

３ 

４ 

学びや育ちの連続性を

社会との連携により強化

し、個々の成長を地域で支

える教育を進めます 

情報の公開を適切に行

い、教育に関わる評価を推

進して、自律した教育を進

めます 
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基　　　　本　　　　的　　　　方　　　　向

◎教育委員会機能の充実に向けた取り組み

1-1　自分を大切にし、他人を思いやる気持ちを養い、
　　　豊かな心を育む

1-2　基礎的・基本的な知識及び技能の習得を図り、
　　　活用する力を育成する

1-3　健康に関する意識を高め、健やかな体を育成する

1-4　社会的な問題に関する認識を深め、意欲と実践力
　　　を育む

◎人と関わる力を身に付ける活動の充実
◎命を大切にする教育の推進
◎道徳教育の充実
◎体験活動の充実
◎読書教育の推進

◎確かな学力を育成する取り組みの推進

◎望ましい生活習慣を身に付ける取り組みの推進
◎食育の推進
◎体力向上の取り組みの推進

◎環境学習の充実
◎情報教育の推進
◎キャリア教育の推進
◎防災教育の推進

1-5　日本や郷土市川の歴史や文化を学び、国際社会の
      　中で生きる力を育む

2-2　子どもと教職員とのつながりを大切にし、子ども
　　　一人一人の夢を育む学校の教育力の向上を目指す

2-1　家族の心のつながりを大切にし、心身の成長を育
　　　む家庭の教育力の充実を目指す

2-3　人とのつながりを大切にし、子どもの成長を支え
　　　る地域の教育力の向上を目指す

2-4　家庭・学校・地域のつながりを大切にし、市川の
　　　教育力の向上を目指す

3-1　幼児期の教育を推進するための環境を整える

3-2　一人一人に応じた教育的支援を推進する

3-3　安全・安心で充実した教育環境を実現する

3-4　生涯を通して学び続けられる学習環境を実現する

3-5　責任ある教育行政を確立する

◎歴史や文化に関する教育の推進
◎外国語教育・国際理解教育の推進

◎教職員の指導力の向上
◎学校間の連携の推進
◎学校評価の推進とその結果に基づく学校運営の改善
◎教職員が子どもと向き合う時間の拡大
◎特色ある学校運営を支援する環境整備の充実

◎家庭教育の充実に向けた取り組みの推進
◎子育てに関する学習機会や相談機会の提供

◎地域を支える人材の育成と地域活動を支援する
　システムの充実

◎家庭・学校・地域の連携を図る取り組みの推進
◎家庭・地域と連携した学校の活性化

◎生きる力の基礎を育む教育の推進
◎子育て支援の充実

◎特別支援教育の推進
◎子どもや保護者を支援する体制の充実
◎教育機会均等の確保

◎子どもの安全・安心を確保する家庭・学校・地域の
　取り組みの推進
◎放課後の子どもの居場所づくりの推進
◎学校の危機管理体制の充実
◎いじめ、暴力行為などへの対応の強化
◎安全で質の高い教育環境の整備

◎生涯学習機会の充実
◎図書館機能を活用した学習活動の充実
◎博物館などの活用を通した学習活動の推進
◎公民館を活用した地域の学習拠点づくり
◎文化財の保護と活用

自分や他人を大切に
し、社会の中でたくま
しく生きていくことの
できる子どもを育てる

自らの役割と責任を担
いながら、たがいに連
携して教育の向上に取
り組む家庭・学校・地
域を実現する

教育環境の整備を図
り、質の高い市川の教
育を推進する

１
　
子
　
ど
　
も
　
の
　
姿

 
２
　
家
庭
・
学
校
・
地
域
の
姿

３
　
市
　
川
　
の
　
教
　
育
　
の
　
姿

目　　標 施　　策　　の　　方　　向
施　　策

P２０

P１５

P１８

P２３

P２６

P２９

P３１

P３４

P３６

P３９

P４１

P４３

P４６

P４９

【基本的方向と施策の体系】 
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第１章 市川市の教育の現状と課題 
 

市川市では、平成２１年３月策定の第１期計画に示された４７の教育施策と、

それに伴う２０２の事業（後期実施計画編）を通して、第１期計画の基本理念

である「人をつなぐ 未来へつなぐ 市川の教育」の具現化を図ってきました。 

「人をつなぐ教育」とは、家庭・学校・地域・行政が一体となって子どもを

育てていく教育であり、「教育の共有化」という理念のもと、コミュニティサ

ポート※１やコミュニティクラブ※２などの地域教育力の組織化を図る施策も定着

し機能しています。 

一方、「未来へつなぐ教育」とは、学びと育ちの連続性を大事にして、個性

の伸長を図り、子どもの夢や思いを実現する教育であり、「教育の接続化」と

いう理念のもと、中学校ブロック単位における指導の一貫化などの取り組みを

通して、進級・進学時の滑らかな接続と適切な段差の設定を図り、長期的な視

野に立った教育、そして生涯学習の実現を目指しています。 

昨年実施した「平成２４年度の教育に関する事務の管理及び執行の状況につ

いての点検及び評価等」では、対象となる２０２の実施事業の内、１８７の事

業（９２．６％）がＡ評価（「計画どおり進められた」）となっており、また、

施策の効果を測る指標の評価においても、計画が開始された平成２１年度（一

部平成２３年度）と比較して、１０６項目中７７項目（７２．６％）で結果の

向上が見られます。 

こうしたことからも、第１期計画の基本理念及び基本的方向については、正

しい方向を示しており、一定の評価をすることができるものであると考えてい

ます。 

しかしながら、「児童生徒の自己肯定感」「教職員の多忙感解消」「地域ぐ

るみでの道徳教育の推進」「早寝・早起きなどの正しい生活リズム」「体力・

運動能力の向上」「ＰＴＡ活動の活性化」「不登校・いじめの解消」「教育委

員会の施策・活動の認知」「生涯学習機会の認知」といった項目については評
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価が伸び悩んでおり、第１期計画のねらいの達成はいまだ途上にあると考えら

れます。 

一方、第１期計画期間中における市川市や社会の変化・出来事などにより、

以下のような新たな教育課題も浮上しています。 

○ 東日本大震災の教訓を生かした防災教育、「人の絆」の大切さについて

の教育 

○ 完全実施された新学習指導要領の趣旨の実現に向けた教育活動の充実 

○ コンピューターシステムの全面更新に伴う、学校教育のＩＣＴ※３活用の

推進 

○ いじめ問題の解消・根絶を目指す、「豊かな心」を育てる教育の充実 

○ 部活動や授業など、指導の場における体罰の根絶 

○ いじめ、体罰による自殺など、学校教育に起因するさまざまな事件・事 

故に対する、学校・教育委員会の適切・迅速な対応力の向上、信頼回復 

○ 子ども・子育て支援新制度の導入に伴う、幼児教育システムの再構築 

 

以上の点から、第２期計画の策定及び実施にあたっては、第１期計画におけ

る基本理念及び基本的方向を継続した上で、さまざまな検証結果により明らか

になった、いまだ達成が不十分な項目や、新たに浮上してきた教育課題などを

ふまえ、施策の見直し・改善を図ることとしました。 

 

※１ コミュニティサポート・・・家庭・学校・地域の連携を一層推進し、子どもの教育・育成に関して、情報や意 

見を交換し、協議などを行う場 

 

 ※２ コミュニティクラブ ・・・「あそび」をキーワードに自然体験・社会体験などを子ども向けに実施している

地域のボランティア団体 

 

 ※３ ＩＣＴ       ・・・情報通信技術、ＩＴとほぼ同意 
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第２章 基本理念 
 

市川市では 

「人をつなぐ 未来へつなぐ 市川の教育」 

を基本理念として教育の振興を図ります。 

 

人は、多くの人と関わりながら生活をしています。また、自然との共存や、

文化的な利益の享受は、人として生きていくために欠かせないものとなって

います。 

このようなさまざまな関わりを通して、自らの思考や感情、興味や関心を

育み、心を豊かなものとしています。 

その中で教育は、人と自然、人と社会との成り立ちを教え、自らの生き方

について考え、実践する力を養う重要な役割を担っています。 

そして、未来の可能性を信じ、今の努力を大切にして、夢の実現につなげ

る先見的な教育と、生涯を通して学び続けることのできる環境の実現は、人

間形成において普遍的なものです。 

これらのことから市川市では、人をつなぐ教育、未来へつなぐ教育を基本

理念とするとともに、市川市の基本構想である「ともに築く 自然とやさし

さがあふれる 文化のまち いちかわ」の具現化を教育からも推し進め、教

育の振興を図ります。 
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第３章 基本的な４つの考え方 
 

基本理念をふまえて、今後５年間を通して実施するさまざまな施策の実現

にあたっては、次の４つの考え方を重視します。 

 

１ 人との関わりを大切にして、個人の自立を促すとともに、  

社会の一員としての自覚を養う教育を進めます 

 

人は多くの人と出会う中で、相手の意見を聞き、自らの考えを深めるとと

もに、他人を思いやり敬う気持ちを培います。 

また、時には競うことによって自らの力を高め、その一方で他を認めるこ

とを学びます。 

このように人は、質の高い関わりをもつ中で自立を図り、社会を支える一

員へと成長します。そして健全な社会は、一人一人がたがいに認め合い、尊

重し合う中で構築されます。 

このことから教育においては、人との関わりを基本とし、自らの責任と役

割についての自覚を促すとともに、規範意識を養い、ともに行動し協力する

姿勢を育むことに重点をおきます。 

これまでも市川市では、読書などを通して豊かな人間性を育む取り組みを

行ってきました。さらに、家庭・学校・地域の中でのさまざまな関わりを大

切にした施策を進め、個人の自立を促すとともに、社会の一員としての自覚

を養う教育を進めます。 
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２ 体験を重視し、創造力と実践力を育む教育を進めます 

 

 

人の成長は、学んだことを自分の考えや行動に生かすことにより遂げられ

るものであり、ここに学びの重要性があります。また、確かな知識や技能を

習得し、自ら考え自ら行動する積極的な学びの態度を身に付けることは、斬

新な発想や知恵の創造の基となるものであり、このことが社会を豊かにして

きているともいえます。 

本来、学びの成果は地道な努力の積み重ねにより得られるものであります。

すなわち、多くの体験や経験を通して物事の本質をとらえるとともに、自ら

検証を繰り返すことで、はじめて学んだことが生きてくるといえます。 

このことから教育においては、実際に見て知り、手にとって感じ、動いて

実感するなどといった直接体験を通して論理を確かめ、自らの考えや行動を

一層確かなものとすることに重点をおきます。 

これまでも市川市では、学校や図書館、博物館などで豊かな体験ができる

ように取り組んできました。これからも、発達段階や個々の実態に応じたさ

まざまな体験を重視した施策を進め、創造力と実践力を育む教育を進めます。 
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３ 学びや育ちの連続性を社会との連携により強化し、個々の成長

を地域で支える教育を進めます 

 

生涯学習社会の到来は、平均寿命の延びと相まって、個人の自己実現への

意欲が高まってきていることが背景にあります。 

このことから、学校教育を終えた後まで、自らの必要に応じてさまざまな

形で学習活動を続ける人が多くなってきており、人は一生を通して学び続け、

成長するといっても過言ではありません。 

このような時代にあって、個人のもつ能力を伸ばすためには、学習の基礎

の力を身に付けるとき、応用力を培うとき、さらには学習の成果を社会に生

かすときなど、その人のライフステージに応じた教育を展開することが望ま

れます。 

また、一人一人の成長を確かなものにするためには、実践的な教育を進め

ることが大切ですが、多くの人がともに手を携え、多くの手で支え合うこと

によって、その効果は一層高まります。 

このため教育においては、それぞれのライフステージにおける学びの成果

が、次のステップに生きる実践的な教育を、家庭・学校・地域が自分の役割

と責任を担いながら一体となって進めることに重点をおきます。 

これまでも市川市では、家庭・学校・地域が一体となって子どもの健全な

育成について話し合う場をもつなど、地域全体で教育に関わる取り組みを

行ってきました。さらに、一層の連携の強化を図り、個々の成長を地域全体

で支える教育を進めます。 
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４ 情報の公開を適切に行い、教育に関わる評価を推進して、  

自律した教育を進めます 

 

国際化や高度情報化の進展などにより、人々の価値観が多様化しており、

この価値観の多様化に対応することが今日的な課題ともなっています。 

教育の分野においても、公正性・透明性を確保する上で、情報公開や説明

責任を果たすことが求められており、教育基本法をはじめとする教育関係法

令の改正において、教育委員会の責任体制の明確化や体制の充実、さらには

教育の点検・評価などが新たに規定されました。 

もとより教育には変えてはならないものと、変えていかなければならない

ものとがあります。このため、法改正の趣旨をふまえつつ、「不易」と「流

行」を見誤らず、教育に関わる取り組みが時代や地域の要請に適合している

のかどうかを常に見極め、主体的に取り組みの改善と充実を図ることが大切

です。 

これらのことから教育においては、目標を明確にし、自己点検及び評価を

通してその成果を検証するとともに、その結果を取り組みの改善と充実に反

映させることに重点をおきます。また、情報の公開を適切に行い、学校や行

政が市民への説明責任を果たすとともに、家庭・学校・地域で情報の共有化

を図り、教育への信頼を高めることに努めます。 

これまでも市川市では、学校評価の取り組みをはじめとして、教育委員会

が進める事業の評価を年度ごとに行い、教育施策の改善と充実に努めてきま

した。さらに、教育に関わる評価の推進に努めるとともに、多くの人の教育

への参加を求め、自律した教育を進めます。 
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第４章 基本的方向と施策 

 

基本理念と基本的な考え方をふまえて、今後５年間を通して市川市が取り

組む施策の基本的方向を、次の３つの「姿」に整理しました。 

 

 

 

基本的方向１ 子どもの姿・・・・・・・・・・Ｐ１４～27 

 

 

基本的方向２ 家庭・学校・地域の姿・・Ｐ28～３7 

 

 

基本的方向３ 市川の教育の姿・・・・・・Ｐ38～5０ 

 

 

3 つの基本的方向において、それぞれ、目標と施策の方向を示した上、具

体的な施策を示すとともに、目標達成度を直接的又は間接的に測定するため

の成果指標を示しました。 

多くの分野にまたがる施策は、重点をおくべき施策の方向に位置付けまし

た。 
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基本的方向 1 子どもの姿 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未来へ向かって成長し、未来を担う子どもに、これからの社会をよりよく

生きていく力を育むことは、とても重要なことです。 

将来の予測が明確にならない現在の社会にあっては、自らの生涯を切り拓

く力強さと、他人と協働してよりよい社会を築こうとする頼もしさが必要で

す。このため、強い意志をもって主体的に考え行動する力と、他と協調しつ

つともに社会を支える力を育み、社会の中でたくましく生きていくことので

きる子どもを育てます。 

 

 

 

自分や他人を大切にし、社会の中でたくましく

生きていくことのできる子どもを育てる 

目 標 
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◇施策の方向 1-1 自分を大切にし、他人を思いやる気持ちを養い、 

豊かな心を育む 

 

《施策一覧》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人と人とが支え合う社会の中で、自分の能力を見つけ生かしつつ、周囲

と協調しながらともに生きていくためには、自分を大切にする気持ちとと

もに、他人を思いやる気持ちが必要です。近年、子どもを取り巻く環境の

変化などから、規範意識や人間関係を形成する力の低下、さらには命を軽

んじる風潮などが子どもの中に見られるようになりました。 

市川市では、人と関わる活動をはじめ、命を大切にする教育の推進や道

徳教育を充実させることにより、社会で生きていく上で大切な豊かな心を

もつ子どもの育成を目指します。また、これまでも豊かな心を育成するた

めに取り組んできた読書教育の一層の充実を図ります。 

1-1 自分を大切にし、他人を思いやる気持ちを養い、豊かな心を育む 

◎ 人と関わる力を身に付ける活動の充実 

◎ 命を大切にする教育の推進 

◎ 道徳教育の充実 

◎ 体験活動の充実 

◎ 読書教育の推進 
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◆施策の内容◆ 

１－１－１ 人と関わる力を身に付ける活動の充実 

人と関わる力を身に付け、望ましい人間関係をつくるために、学校生活や

地域活動などを通して、相手の話をよく聞いたり、自分の思いを相手に伝え

たりして、たがいの価値観を認め合う力を育成します。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「進んで挨拶をする」と回答する児童生徒の割合 ９０％ １００％ 

「人の話や考えをよく聞くことができる」と回答

する児童生徒の割合 
９０％ １００％ 

「自分の考えや思いを伝えることができる」と

回答する児童生徒の割合 
７５％ ８０％ 

 

１－１－２ 命を大切にする教育の推進 

自分の命はもちろん、他人の命も大切にする意識を育みます。また、自分

の良いところをたくさん見つけ、それを伸ばしていくことで、自分はかけが

えのない存在と認めることのできる教育を進めます。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「自分には良いところがある」と回答する児童

生徒の割合 
６９％ ７５％ 

「友だちや動植物を大切にする気持ちをもってい

る」と回答する児童生徒の割合 
９５％ １００％ 

 

１－１－３ 道徳教育の充実 

道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うため、「道徳

の時間」を中心に、学校の教育活動全体を通じた道徳教育の質の向上を図り

ます。また、人権意識を高め、いじめを許さない心を育成します。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

家庭・地域と協力して道徳教育を進

めた学校の割合 

授業公開 ８０％ ９０％ 

人材活用 ９８％ １００％ 

学校におけるいじめの認知件数 ５６０件 ３９０件 
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１－１－４ 体験活動の充実 

学校や地域社会において、異年齢の子どもとの交流、ボランティア、福祉

体験活動、集団宿泊活動、自然体験活動、文化芸術体験活動など体験活動の

充実を図ります。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

少年自然の家利用者数 
１５,９００人 

（Ｈ２４） 
１７,０００人 

「コミュニティクラブの活動を楽しむことができ

た」と回答するコミュニティクラブ体験活動参加

者の割合 

９３％ 

（Ｈ２４） 
９５％ 

 

１－１－５ 読書教育の推進 

豊かな心を育むために、読書コミュニティ※をはじめとする、多様な読書

活動や学習活動での図書の活用など、幼児期からの読書教育を推進します。

また、図書館の役割が重要であることから、図書館資料の整備、学校図書館

相互や公共図書館とのネットワークの積極的な活用など、図書館機能の充実

を図ります。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「読書が好き」と回答する児童生徒の割合 ７７％ ８５％ 

学習活動などで、学校図書館を利用した授業時間

数 

４０,９６５時間

（Ｈ２４） 
４２,０００時間

※ 読書コミュニティ・・・家庭・学校・地域が一体となって読書活動を進め、読書を囲んだ子育てを進める地

域社会 
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◇施策の方向 1-2 基礎的・基本的な知識及び技能の習得を図り、活用

する力を育成する 

 

《施策一覧》 

 

 

 

 

 

 

 

社会において自立的に生きるためには、基礎的・基本的な知識及び技能

を習得し、それらを活用する力を身に付けることが大切です。 

市川市では、一人一人の実態に応じたきめ細かな学習を推進することに

より、基礎的・基本的な知識及び技能の習得を図ります。また、身に付け

た知識や技能を学習や生活に活用していく力を高めるために、課題を解決

する学習や体験的な学習などを充実させていきます。 

1-2 基礎的・基本的な知識及び技能の習得を図り、活用する力を育成する

◎ 確かな学力を育成する取り組みの推進 
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◆施策の内容◆ 

１－２－１ 確かな学力を育成する取り組みの推進 

基礎的・基本的な内容を確実に習得し、個に応じた学びを充実させるため

に、指導方法の改善と学習環境の整備に取り組みます。また、身に付けた知

識や技能を学習や生活に活用していく力を高めるために、問題解決型の学習

をさらに充実します。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「学校の勉強が楽しい」と回答する児童生徒の割

合 
７１％ ７５％ 

問題解決的な学習を重視して、年間

を通して、言語活動※１や体験活動を

意欲的に授業に取り入れている学

校・教職員の割合 

学 校 １００％ １００％ 

教職員 ８４％ １００％ 

児童生徒の実態に応じ、生徒指導の

機能を生かした授業※２づくりに取り

組んでいる学校・教職員の割合 

学 校 ９８％ １００％ 

教職員 ９２％ １００％ 

※１ 言語活動          ・・・「話すこと・聞くこと」や「書くこと」、「読むこと」に関する基本

的な国語の力を定着させたり、言葉の美しさやリズムを体感させた

りする活動 

※２ 生徒指導の機能を生かした授業・・・教師と子ども、子ども同士の良好な人間関係のもと、教師の一方的

な説明ではなく、子どもが自分の力で課題を解決し、教師からも子

どもからも認めてもらえる充実感のある授業 

 



●第４章 基本的方向と施策● 

-20- 

 

◇施策の方向 1-3 健康に関する意識を高め、健やかな体を育成する 

 

《施策一覧》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康意識の高まりにより、子どもから大人まで、健康の維持・増進に向

けた取り組みが活発になっています。人が充実した生涯を過ごすためには、

子どもの頃から望ましい生活習慣を身に付け、健康な体をつくることが大

切です。 

市川市では、食を含めた望ましい生活習慣を身に付けるために、健康に

関する正しい知識や情報に基づいて、自らの健康について判断できる能力

を育てます。また、運動やスポーツに親しむ機会を充実することにより、

生涯にわたり健康な生活が続けられる健やかな体を育成します。 

 

 

1-3 健康に関する意識を高め、健やかな体を育成する 

◎ 望ましい生活習慣を身に付ける取り組みの

推進 

◎ 食育の推進 

◎ 体力向上の取り組みの推進 
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◆施策の内容◆ 

１－３－１ 望ましい生活習慣を身に付ける取り組みの推進 

健全な生活習慣を身に付けるために、検診や調査に基づき、一人一人の実

態に応じた指導・支援を行います。また、家庭・学校が一体となって、「早

寝・早起き・朝ごはん」などの生活習慣を身に付ける取り組みを推進します。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「早寝・早起き・朝ごはんを実践している」と回

答する児童生徒の割合 
７１％ ７５％ 

小児生活習慣病予防検診※の児童生徒の有所見率 ２０％ １５％ 

※ 小児生活習慣病予防検診・・・将来の生活習慣病（糖尿病、高血圧症などの病気）の因子をもつ児童生徒の

早期発見と個別指導を目的とする検診 

 

１－３－２ 食育の推進 

調理実習や農業体験などの体験的な活動を通して、食と健康に関する興味

関心を高めます。また、食品の安全性などの知識を習得し、食に関する自己

管理能力の育成を推進します。さらに、給食の時間をはじめ、授業や委員会

活動などに栄養教諭や栄養職員が積極的にかかわり、「食」に関する指導の

全体計画のもと学校教育活動全体で取り組むとともに、家庭と連携して望ま

しい食習慣を身に付ける取り組みを進めます。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「給食を楽しんで食べている」と回答する児童生

徒の割合 
９０％ ９５％ 

「主食、主菜、副菜がそろった食事をしている」

と回答する児童生徒の割合 
８７％ ９０％ 
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１－３－３ 体力向上の取り組みの推進 

子どもの体力向上を図るため、運動量が十分確保された体育の授業を実施

し、休み時間には外遊びができる環境づくりに取り組みます。また、運動部

活動の充実を図るとともに、地域のスポーツ指導者などと連携し、子どもが

積極的に運動やスポーツに親しむ環境づくりを推進します。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「運動が好き」と回答する児童生徒の割合 ７４％ ８０％ 

「休み時間や昼休みに外遊びをしている」と回答

する児童生徒の割合 
５９％ ６５％ 

新体力テスト※の得点平均 

小学生 
男子 ４８.２点 ５０.１点 

女子 ４８.６点 ５０.１点 

中学生 
男子 ４９.０点 ５０.１点 

女子 ４９.４点 ５０.１点 

※ 新体力テスト・・・国が、国民の体力・運動能力の現状を把握するために平成１１年度より毎年実施してい

る８種目のテスト 
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◇施策の方向 1-4 社会的な問題に関する認識を深め、意欲と実践力を

育む 

 

《施策一覧》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災後、社会の変化に伴い、解決しなければならない社会問題

が新たに生じてきており、子どもにも大きな影響を及ぼしています。この

ため、社会問題を身近なものとしてとらえ、自分で考え、判断し、解決に

向けて実践する力を身に付けることが、社会の中でたくましく生きていく

ためには必要となってきました。 

市川市では、環境の悪化、情報モラルの低下、勤労観や職業観の変化な

どの社会問題に対応する教育に力を入れることにより、自らの生活や将来

を考える力を高め、意欲と実践力をもった子どもの育成を目指します。 

 

※ キャリア教育・・・子ども一人一人の勤労観、職業観を育てる教育 

 

 

1-4 社会的な問題に関する認識を深め、意欲と実践力を育む 

◎ 環境学習の充実 

◎ 情報教育の推進 

◎ キャリア教育※の推進 

◎ 防災教育の推進 
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◆施策の内容◆ 

１－４－１ 環境学習の充実 

環境についての理解を深め、自らの生活の中で環境を大切にする姿勢が身

に付くよう、体験的な環境学習の充実を図ります。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「環境のことを考えた行動をしている」と回答す

る児童生徒の割合 
７７％ ８０％ 

 

１－４－２ 情報教育の推進 

多様な情報手段の特性を理解し、情報を適切に活用できる能力を育成する

ために、発達段階に応じた情報教育を推進します。また、情報発信に伴う責

任や情報を判断する力を子どもに身に付けさせるため、情報モラルに関する

教育を推進します。さらに、学習においては、子どもが意欲的に取り組める

ようＩＣＴ機器※を積極的に活用し、学習効果を高めます。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「パソコン、書画カメラ、プロジェクターなどを

用いた授業や学習はやる気がでる」と回答する児

童生徒の割合 

８６％ ９０％ 

「パソコンや携帯電話などの安全な使い方がわか

り、自分を守り、他人に迷惑を掛けないように気

を付けている」と回答する児童生徒の割合 

９４％ １００％ 

※ ＩＣＴ機器・・・パソコン、プロジェクター、デジタルカメラなどの情報機器 

 

１－４－３ キャリア教育の推進 

子ども一人一人が、社会的・職業的に自立するために必要となる基礎的な

能力や態度を教育活動全体を通じて育成します。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「将来、自分がなりたい職業や、やりたい仕事が

ある」と回答する児童生徒の割合 
８０％ ８５％ 
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１－４－４ 防災教育の推進 

東日本大震災の教訓を生かし、防災意識の高揚を図ります。また、災害時

における避難行動などに必要となる適切な判断力・対応力を育成します。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「災害発生時に、自分の命を守るためにどのよう

な行動をとれば良いか知っている」と回答する児

童生徒の割合 

９１％ １００％ 

「災害発生時に、自分の身の回りでどのような場

所が危ないか知っている」と回答する児童生徒の

割合 

８８％ １００％ 
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◇施策の方向 1-5 日本や郷土市川の歴史や文化を学び、国際社会の中

で生きる力を育む 

 

《施策一覧》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際化の進展に対応するためには、外国語を学び、言語能力を高めるこ

とはもちろんのこと、外国の歴史・文化・生活習慣などを理解することが

大切です。そして何より、日本や郷土市川の歴史・文化などの幅広い見識

を身に付けることにより、国籍や言語の違いを超えて、人と人とがたがい

に深く理解し合い、協調していく力を育むことが大切です。 

市川市では、日本や郷土市川に古くから根付いて伝えられている伝統・

文化を学ぶ機会の充実を図るとともに、外国の歴史・文化の学習を大切に

します。また、日本語の教育の充実と、外国語能力の向上を図ります。さ

らに、自分自身の意見をしっかりともてる能力や態度を育てることにより、

国際社会の中で生きる力を育みます。 

 

1-5 日本や郷土市川の歴史や文化を学び、国際社会の中で生きる力を育む

◎ 歴史や文化に関する教育の推進 

◎ 外国語教育・国際理解教育の推進 
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◆施策の内容◆ 

１－５－１ 歴史や文化に関する教育の推進 

郷土を愛する心と豊かな情緒を培うために、学校、博物館、地域団体など

と連携して、日本や郷土市川の歴史や文化を深く理解する機会を充実します。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「市川市の歴史や文化に関心がある」と回答する

児童生徒の割合 
４５％ ５０％ 

教職員対象の研修会の参加人数 ４５５人 ４８０人 

学校が、博物館の出前授業・体験活動を利用した

回数 

１４７回 

（Ｈ２４） 
１５０回 

 

１－５－２ 外国語教育・国際理解教育の推進 

外国語への興味・関心を高め、外国語を活用したコミュニケーション能力

を育成するために、小学校では英語活動などを推進し、中学校では英語の能

力の向上を目指します。また、小中学校で連続した指導が行われるよう、連

携を強化し、指導内容の充実と体系化を図ります。さらに、異なる文化をも

つ人々と理解し合い、協調していく力を育成するために、外国の歴史・文化・

生活習慣を学ぶ機会を充実します。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「外国語活動の授業が楽しい」と回答する児童

＜小学校５・６年生＞の割合 
９１％ ９５％ 

「英語の授業が楽しい」と回答する生徒＜中学校

１・２年生＞の割合 
９１％ １００％ 

英検（実用英語技能検定）３級ないしは英検３級

と同等の力を有する生徒の割合 
４５％ ５０％ 
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基本的方向 2 家庭・学校・地域の姿 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育は家庭・学校・地域の相互の取り組みによって担われるものであり、

子どもは社会全体で育まれます。 

市川市の進める教育を確かなものにするとともに、社会の中でたくましく

生きていく子どもを育てるためには、より多くの人の教育への参画が必要で

す。このため、家庭や学校、地域が自らの役割と責任を果たし、十分に連携・

協力をして、幅広い教育機能の活性化を図ります。 

 

 

 

 

自らの役割と責任を担いながら、たがいに連携

して教育の向上に取り組む家庭・学校・地域を 

実現する 

目 標 
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◇施策の方向 2-1 家族の心のつながりを大切にし、心身の成長を育む

家庭の教育力の充実を目指す 

 

《施策一覧》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年、核家族化が進み、地域社会と家庭とのつながりが薄れてきたこと

や、個人意識の高まりなどにより、規範意識が乏しく、集団活動になじめ

ない子どもが増加する傾向が見られます。このことから、子どもの健やか

な成長には、幼児期からの家庭教育が非常に重要であり、家庭の教育力を

高めることに積極的に取り組む必要があります。 

市川市では、子どもの成長に合わせた生活習慣などについての家庭の意

識を高めるため、子育てに関する学習・相談機会の提供や啓発活動に取り

組み、子どもの心身の成長を育む家庭の教育力の充実を目指します。 

 

 

 

2-1 家族の心のつながりを大切にし、心身の成長を育む家庭の教育力の

充実を目指す 

◎ 家庭教育の充実に向けた取り組みの推進 

◎ 子育てに関する学習機会や相談機会の提供 
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◆施策の内容◆ 

２－１－１ 家庭教育の充実に向けた取り組みの推進 

学校、ＰＴＡなどと家庭との連携を強化し、基本的な生活習慣、豊かな情

操、他人に対する思いやりや善悪の判断などを家庭で身に付ける重要性の啓

発に取り組みます。また、家庭学習の習慣化を図るため、学校と連携した取

り組みを進めます。さらに、家族の関わりを深めるための取り組みを支援し

ます。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「家庭教育学級※は、子育てや親子のコミュニ

ケーションづくりに役立った」と回答する参加者

の割合 

８９％ ９５％ 

※ 家庭教育学級・・・家庭において子どもを正しく理解し、健やかに成長していくことを願って、子どもに関

わるさまざまな問題について、計画的・継続的に学習する場 

 

２－１－２ 子育てに関する学習機会や相談機会の提供 

子育てに関する学習機会の充実と改善を図ります。また、保護者同士が相

談や協力し合う環境を整え、子育てなどに悩みを抱えている保護者への支援

を充実します。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

家庭教育学級への指導員派遣回数 ３４回 ６２回 
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◇施策の方向 2-2 子どもと教職員とのつながりを大切にし、子ども 

一人一人の夢を育む学校の教育力の向上を目指す 

 

《施策一覧》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども一人一人の夢を育むためには、教職員が自己研さんに励み、指導

力の向上に努めるとともに、教職員の力を結集し、学校全体の力を高める

ことが大切です。 

市川市では、教科などの専門性を高めるための研究や研修の充実を図る

ほか、世代交代を想定して次代を担う教職員の育成に取り組みます。また、

各学校の特色ある学校づくりを支援するとともに、子どもの学びや発達の

連続性を強化するために、学校間の連携を推進します。さらに、教職員が

子どもと向き合う時間を拡大するとともに、学校評価の適切な運用や学校

事務の効率化などを図り、学校運営の改善に努め、学校の教育力の向上を

目指します。 

2-2 子どもと教職員とのつながりを大切にし、子ども一人一人の夢を育む

学校の教育力の向上を目指す 

◎ 教職員の指導力の向上 

◎ 学校間の連携の推進 

◎ 学校評価の推進とその結果に基づく学校運営

の改善 

◎ 特色ある学校運営を支援する環境整備の充実 

◎ 教職員が子どもと向き合う時間の拡大 
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◆施策の内容◆ 

２－２－１ 教職員の指導力の向上 

確かな学力、豊かな心、健やかな体をもつ子どもを育てることができるよ

うに、増加する若年層教職員の指導力向上やミドルリーダー※の育成に関す

る研修を重点的に実施し、教職員全体の資質・力量の向上を図ります。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「市教育委員会が行う研修の内容や時期、場所な

どがニーズに応えたものである」と回答する教職

員の割合 

７７％ ８０％ 

「授業の内容がわかる」と回答する児童生徒の割

合 
８２％ ８５％ 

※ ミドルリーダー・・・経験豊かな教職員と経験の少ない教職員とをつなぐ役割を担う中堅教職員 

 

２－２－２ 学校間の連携の推進 

子どもの学びや育ちの連続性を強化するために、幼稚園、保育園、小学校、

中学校、高等学校、特別支援学校など、地域での学校間の連携を推進します。

また、教職員や子どもの相互交流、授業公開などにより、指導の方法や子ど

もに関わるさまざまな情報の共有化を図るとともに、人事交流を推進します。

さらに、塩浜小・中学校を小中一貫校とし、その成果を各小中学校間の連携

に生かします。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

幼小中特別支援学校連携と

して行われた授業や学校行

事の事例数 

年間を通して継続

して実施した数 

３５回 

（Ｈ２４） 
４０回 

単発で実施した数
３３４回 

（Ｈ２４） 
３８０回 

幼稚園・保育園・小学校での

交流の機会の事例数 

年間を通して継続

して実施した数 

１２回 

（Ｈ２４） 
１８回 

単発で実施した数
９１回 

（Ｈ２４） 
１００回 
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２－２－３ 学校評価の推進とその結果に基づく学校運営の改善 

学校が主体的に運営を改善し、子ども、家庭、地域からの信頼を高めるた

めに、学校の自己評価や保護者・地域住民などによる外部からの評価を行う

とともに、その結果の適切な活用と公表を推進します。また、教育委員会は、

評価結果をもとに、学校へのきめ細かな支援を行います。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

学校関係者評価の結果を公表した学校の割合 ７７％ １００％ 

「保護者の意見が学校運営に反映されている」と

回答する保護者の割合 
７３％ ８０％ 

 

２－２－４ 教職員が子どもと向き合う時間の拡大 

校務支援システム※などにより事務処理を効率化し、教職員が学習、相談、

遊びなど、学校生活全体にわたって子どもとじっくり向き合う時間を拡大し

ます。また、教職員の心理的負担の軽減を図るために、学校に寄せられるさ

まざまな要望への対応を進めます。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「子どもとじっくり向き合うことができていると

思う」と回答する教職員の割合 
７１％ ７５％ 

※ 校務支援システム・・・学校や子どもに関するさまざまな情報をデジタル化し、教職員間で共有するシステム 

 

２－２－５ 特色ある学校運営を支援する環境整備の充実 

特色ある学校づくりを実現するために、各学校の主体的な取り組みを支援

するとともに、特色ある教育活動の先進事例を提供します。また、学力向上

推進校、センター校※などの先進的な取り組みを充実します。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「学校は、特色ある取り組みや教育を進めている

と思う」と回答する保護者の割合 
６７％ ７０％ 

※ センター校・・・指導方法の実践研究や教材・教具の開発を行うなど、各教科等の研究や教員の指導力向上

を図ることを目的として、教育委員会が指定した幼稚園・小学校・中学校 
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◇施策の方向 2-3 人とのつながりを大切にし、子どもの成長を支える

地域の教育力の向上を目指す 

 

《施策一覧》 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの成長には、世代を超えた多くの人たちとのふれあいが大切です。

しかし、近年、地域での人とのつながりの希薄化や指導的な役割を担える

人材が減少していることから、地域の教育力の向上が重要となっています。 

市川市では、家庭、学校とともに地域社会は子どもの成長に欠かせない

場として、地域の指導者の協力を得て、さまざまな地域活動を行ってきま

した。今後も、さらに充実するために、地域住民、企業、ＮＰＯ、ボラン

ティア団体などが連携して、より多くの人が地域活動に関わる仕組みづく

りを推進し、子どもの成長を支える地域の教育力の向上を目指します。 

 

 

2-3 人とのつながりを大切にし、子どもの成長を支える地域の教育力の

向上を目指す 

◎ 地域を支える人材の育成と地域活動を支援す

るシステムの充実 
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◆施策の内容◆ 

２－３－１ 地域を支える人材の育成と地域活動を支援する 

システムの充実 

地域活動を一層推進するために、ボランティアや指導者の発掘と育成に取

り組みます。また、地域住民が地域活動に参加しやすいシステムを充実しま

す。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「ヤングカルチャースクール・ジュニアリーダー

講習会を受講して、成長した」と回答する受講者

の割合 

８７％ 

（Ｈ２４） 
９０％ 

「コミュニティサポート委員会は、地域住民が地

域の活動に参加するきっかけをつくることができ

たと思う」と回答するコミュニティサポート委員

の割合 

６５％ ７０％ 
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◇施策の方向 2-4 家庭・学校・地域のつながりを大切にし、市川の  

教育力の向上を目指す 

 

《施策一覧》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭・学校・地域のつながりを大切にし、相互に連携・協力して一体感

のある教育を展開することにより、社会全体で子どもを育む環境が整いま

す。 

市川市では、地域の教育力を学校の教育力向上に生かす取り組みや、家

庭・学校・地域が連携して子どもの健全育成を推進する取り組みをさらに

進めていきます。また、情報の共有化を進めることにより、家庭・学校・

地域のつながりを強め、市川の教育力の向上を目指します。 

 

2-4 家庭・学校・地域のつながりを大切にし、市川の教育力の向上を

目指す 

◎ 家庭・学校・地域の連携を図る取り組みの

推進 

◎ 家庭・地域と連携した学校の活性化 
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◆施策の内容◆ 

２－４－１ 家庭・学校・地域の連携を図る取り組みの推進 

地域のコミュニティづくりのために、より多くの人が集う場づくりを進め

ます。また、家庭・学校・地域のさまざまな活動を支援するコーディネーター

の育成に取り組みます。さらに、企業やＮＰＯを含むさまざまな関係機関と

の連携・協力体制を構築し、たがいの知識や人材を活用して、家庭・学校・

地域への支援を行います。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

学校支援コーディネーター※を配置

した学校数及び人数 

学 校 ２０／５６校 ５６／５６校 

人 数 ２５人 ７０人 

学校支援コーディネーター養成講座及び連絡調整

会議などの参加者数 
６９人 １２０人 

※ 学校支援コーディネーター・・・学校と地域を結ぶコーディネーター 

 

２－４－２ 家庭・地域と連携した学校の活性化 

学校だより、ホームページ、学校公開、公開研究会などによる積極的な情

報の発信を通して、保護者や地域住民の学校への関心を高め、学校の教育活

動や環境整備などに、より多くの人が関わることができる機会を充実します。

また、家庭・学校・地域に関わりが深く身近な組織であるＰＴＡ活動の充実

と改善ならびに学校評議員制度※の活用を通して、学校の活性化を図ります。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「ＰＴＡ活動や家庭教育学級に積極的に参加して

いる」と回答する保護者の割合 
４８％ ５０％ 

学校支援コーディネーターが学校へ派遣したボラ

ンティアの人数 
２８０人 ８４０人 

※ 学校評議員制度・・・学校の運営に保護者や地域住民の意向を幅広く取り入れる制度 
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基本的方向 3 市川の教育の姿 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育の質を高めるための条件整備は、教育の振興にとって不可欠なもので

す。社会全体の教育機能の活性化を図り、市川の教育の質を向上させていく

には、充実した教育環境を整えていくことが必要です。 

このため、家庭や学校、地域における教育環境の整備・充実を図り、それ

ぞれの実情に合わせた最適な状態の中で、計画的・総合的に教育を進めてい

きます。 

 

 

教育環境の整備を図り、質の高い市川の教育を

推進する 

目 標 
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◇施策の方向 3-1 幼児期の教育を推進するための環境を整える 

 

《施策一覧》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児期は、人間形成の基礎が培われる重要な時期であるため、遊びや生

活を充実させ、調和のとれた心や体を育成することが大切です。近年、核

家族化などの進展により、家庭の教育力の低下が指摘されるなど、子ども

の成長を取り巻く環境は大きく変わってきており、社会全体として子育て

を行う家庭を支援していく必要があります。 

市川市では、心豊かな子どもを育てることができるような教育環境を整

えます。 

 

 

3-1 幼児期の教育を推進するための環境を整える 

◎ 生きる力の基礎を育む教育の推進 

◎ 子育て支援の充実 
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◆施策の内容◆ 

３－１－１ 生きる力の基礎を育む教育の推進 

集団生活や遊びを通して、健康な心と体、社会性を身に付けるために、自

然や芸術にふれる機会などにより、情緒豊かな心を育みます。また、友だち

との関わりなどから、人と関わる力を身に付け、身近な出来事に興味・関心

をもつことにより、意欲や探究心を高めていきます。さらに、子ども一人一

人の個性を大切にしつつ、集団生活の中での自己抑制力、道徳性の芽生えを

培い、生きる力の基礎を育む教育を推進します。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「幼稚園は、子ども一人一人に応じた丁寧な援助

や指導を行っている」と回答する保護者の割合 
９４％ ９８％ 

「食事のマナー、着替え、うがい、手洗いなど基

本的生活習慣が身に付いている」と回答する保護

者の割合 

８９％ １００％ 

 

３－１－２ 子育て支援の充実 

幼稚園などのもつ専門性を生かして、子育てに不安を抱える保護者に対す

る相談や指導体制を充実します。また、施設の開放や子育て家庭のふれあい

の場づくりなどを進め、地域に開かれた幼稚園として、子育て支援活動の充

実を図ります。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「幼稚園に子育て相談窓口が設置されていること

を知っている」と回答する保護者の割合 
７６％ ８７％ 

公立幼稚園の１月当たりの幼稚

園開放の日数・未就園児保育※の

人数 

幼稚園開放 ８６日 ９０日 

未就園児保育 ４０８人 ５００人 

※ 未就園児保育・・・入園前の乳幼児が遊べたり、保護者同士の交流が図れたりするように、幼稚園の施設や

設備を開放する制度 
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◇施策の方向 3-2 一人一人に応じた教育的支援を推進する 

 

《施策一覧》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの障害の重複や多様さに応じて、一人一人に応じた適切な教育の

実施が求められています。また、不登校をはじめ、さまざまな悩みを抱え

る子どもへの支援など、教育に関わるニーズが多様化しています。そのた

め、支援が必要な子どもの成長を促す個に応じた支援体制の整備が必要で

す。 

市川市では、特別支援学校や特別支援学級の教育環境・教育活動の質を

一層高めるとともに、発達障害のある子どもへの指導・支援の充実を図り

ます。また、不登校などの悩みを抱える子どもや海外からの子どもへの指

導・支援など、一人一人の子どもや保護者に応じた教育的支援を推進しま

す。 

 

3-2 一人一人に応じた教育的支援を推進する 

◎ 特別支援教育の推進 

◎ 子どもや保護者を支援する体制の充実 

◎ 教育機会均等の確保 
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◆施策の内容◆ 

３－２－１ 特別支援教育の推進 

市川市特別支援教育推進計画に基づき、市川スマイルプラン（個別の教育

支援計画）の作成の推進など、具体的な取り組みを推進します。また、保護

者と相談しながら適切な就学を行うとともに、学習環境の整備を進めます。

さらに、研修の充実などによる教職員の専門性の向上を図り、特別支援教育

の視点を生かして、発達障害のある子どもを含めたすべての子どもへの適切

な指導・支援の充実を図ります。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

通常の学級における支援を要する児童生徒の市川

スマイルプラン作成率 
２０％ ３０％ 

 

３－２－２ 子どもや保護者を支援する体制の充実 

子どもやその保護者が、安心して相談できるように相談員や教職員の研修

を進め、教育相談体制の充実を図ります。また、海外からの子どもが各学校

で教育を十分に受けられるようにするために、日本語指導をはじめ、生活全

般に関する指導を充実します。さらに、学校や医療機関をはじめとする関係

機関との連携を推進し、個に応じたきめ細かな支援を行います。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

不登校児童生徒の出現率 

小学校 
０.３２％ 

（Ｈ24） 
０.２７％ 

中学校 
２.８３％ 

（Ｈ２４） 
２.７８％ 

「学校は相談しやすい」と回答する保護者の割合 ８２％ ８５％ 

 

３－２－３ 教育機会均等の確保 

教育機会の均等を確保するため、就学援助や奨学金などを支給して、経済

的に就学困難な子どもに関わる就学を援助します。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「就学支援制度や入学準備金貸付制度を知ってい

る」と回答する保護者の割合 
５８％ ６３％ 
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◇施策の方向 3-3 安全・安心で充実した教育環境を実現する 

 

《施策一覧》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもが、学校の登下校中を含め、事件・事故にあう被害が起きていま

す。このことから、学校の教育環境の安全性を高めるとともに、地域全体

で子どもの安全を確保することが重要です。また、子どもが安心して学校

生活を過ごすためには、いじめの根絶が不可欠ですが、陰湿ないじめによ

り、発見が遅れる傾向も見られます。 

市川市では、安全で質の高い教育環境の整備や子どもが安心して遊べる

環境づくりを推進します。また、いじめの防止及び早期発見に向けて、家

庭・学校・地域が一体となって取り組み、安全・安心で充実した教育環境

を実現します。 

3-3 安全・安心で充実した教育環境を実現する 

◎ 子どもの安全・安心を確保する家庭・学校・

地域の取り組みの推進 

◎ 放課後の子どもの居場所づくりの推進 

◎ 学校の危機管理体制の充実 

◎ いじめ、暴力行為などへの対応の強化 

◎ 安全で質の高い教育環境の整備 
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◆施策の内容◆ 

３－３－１ 子どもの安全・安心を確保する家庭・学校・地域の 

取り組みの推進 

家庭・学校・地域の協力体制のもと、通学路の交通安全を確保したり、登

下校時のパトロールを強化したり、不審者に関する情報を迅速に共有する体

制を整えたりすることで、子どもの安全確保の取り組みを実施します。また、

子どもの発達段階に応じた生活安全・交通安全・災害安全教育を関係機関と

連携して実施します。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

家庭や地域と協力して交通安全の対策に取り組ん

でいる学校の割合 
９５％ １００％ 

家庭や地域と協力して不審者への対策に取り組ん

でいる学校の割合 
９２％ １００％ 

 

３－３－２ 放課後の子どもの居場所づくりの推進 

子どもが安心して遊ぶことができるように、地域と連携して子どもの活動

拠点を設け、健全な育成を図ります。また、共働き家庭などの子どもに対し

ては、放課後や夏休みなどの長期休業中の居場所づくりの充実を図ります。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

放課後保育クラブ※への入所希望児童数に対する

入所児童数の割合 
１００％ １００％ 

※ 放課後保育クラブ・・・保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学校に就学している児童の授業終了後

などにおける遊び及び生活の場 
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３－３－３ 学校の危機管理体制の充実 

子どもが安心して学校生活を過ごすことができるように、家庭や地域と連

携した学校安全計画を策定するなど、危機管理体制の充実を図ります。また、

教職員の学校安全に対する研修の充実を図ります。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

セーフティスクールプラン※における安全教育・

安全管理・組織的活動の中の２２の取り組みを、

すべて、積極的かつ計画的に実施している学校数

３／５６校 １０／５６校 

※ セーフティスクールプラン・・・学校安全計画（安全に関する学校の取り組みを具体的にしたもの）を評価・

確認する計画、年間２回の評価を実施 

 

３－３－４ いじめ、暴力行為などへの対応の強化 

いじめや暴力行為などを防止するために、パトロールの強化や学校内外に

おける地域の支援体制の充実を図ります。また、いじめや暴力行為などの早

期発見、早期対応を図るために、家庭・学校・地域・関係機関との連携を強

化します。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

いじめの解消率 
９６％ 

（Ｈ２４） 
１００％ 

「いじめはどんな理由があってもいけないと思

う」と回答する児童生徒の割合 
９６％ １００％ 

 

３－３－５ 安全で質の高い教育環境の整備 

安全な教育環境の実現のために、学校と社会教育施設の耐震補強工事を進

めます。また、学校施設における天井等落下防止対策などについて、建築基

準法に基づく専門家による点検を行い、優先度を見極め、計画的な対応を

行っていきます。さらに、各施設の老朽化に伴う改修を計画的に進めていく

上で、バリアフリー化、緑化や自然エネルギーの導入、人口動向や地域の現

状などを考慮し、教育環境の整備を進めます。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

非構造部材※の改修工事実施施設数 ０／７施設 ７／７施設 

※ 非構造部材・・・構造部材（建物の骨格となる部分）以外の部材（天井・窓ガラス・照明器具など） 
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◇施策の方向 3-4 生涯を通して学び続けられる学習環境を実現する 

 

《施策一覧》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもから大人まで、一人一人がそれぞれのライフステージに応じて、

自主的、主体的に活動できるように、多様な学習ニーズにも的確に応えら

れる体制づくりが必要です。また、学んだ成果を地域社会に還元すること

ができるように努め、地域の教育力の向上を図ることも大切です。 

市川市では、多様な学習ニーズに応えるサービスの充実を一層進めると

ともに、図書館や博物館、公民館などの社会教育施設を情報の発信源や学

びの拠点として有効に活用し、誰もが生涯を通して学び続けることのでき

る学習環境の実現を目指します。 

 

3-4 生涯を通して学び続けられる学習環境を実現する 

◎ 生涯学習機会の充実 

◎ 図書館機能を活用した学習活動の充実 

◎ 公民館を活用した地域の学習拠点づくり 

◎ 文化財の保護と活用 

◎ 博物館などの活用を通した学習活動の推進 
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◆施策の内容◆ 

３－４－１ 生涯学習機会の充実 

一人一人に十分な文化・スポーツ活動の機会や多様な学習情報を提供する

ため、情報発信を積極的に行うとともに、相談体制の充実を図ります。また、

関係機関と連携・協働することにより、さまざまな分野で学んだ成果を地域

で活用することのできる機会を充実します。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「生涯学習に関する情報提供や相談体制は十分だ

と思う」と回答する人の割合 
４６％ ５０％ 

 

３－４－２ 図書館機能を活用した学習活動の充実 

誰もが利用しやすい図書館サービスを提供するため、社会情勢や生活の変

化に応じた市民のニーズを把握することに努め、資料の収集やレファレンス

サービス※１の充実、図書館ネットワーク※２の一層の活用を図ります。また、

郷土市川について学ぶ機会の拡充を図るため、行政資料や地域資料の積極的

な収集を進めます。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「図書館に満足している」と回答する人の割合 
９１％ 

（Ｈ２４） 
９５％ 

※１ レファレンスサービス・・・事実情報や文献資料を求めている利用者に対して、図書館員が図書館資料を

使って答えたり、回答に含まれる情報源を提示・照会したりする人的サービス 

※２ 図書館ネットワーク ・・・図書館と関連施設を結び、図書館資料の予約・取り寄せ・返却などができる

システム 
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３－４－３ 博物館などの活用を通した学習活動の推進 

博物館のもつさまざまな機能を活用し、体験活動の充実や、講師派遣など

の教育普及サービスを生かした学習活動を推進します。また、子どもの学習

活動を支援するため、博物館などの社会教育施設と学校との連携を図ります。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「博物館主催事業の内容は、期待に沿っていた」

と回答する参加者の割合 

９２％ 

（Ｈ２４） 
９５％ 

 

３－４－４ 公民館を活用した地域の学習拠点づくり 

地域の学習拠点として、公民館に対する各地域のニーズや実態を把握し、

公民館のもつ機能の有効利用を図るとともに、学校や地域の人材を活用し、

連携することで地域に密着した公民館運営を推進します。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「主催講座の内容に満足した」と回答する受講者

の割合 

９９％ 

（Ｈ２４） 
１００％ 

学校及び地域との連携事業数 ３７件 １１２件 

 

３－４－５ 文化財の保護と活用 

市川市の自然・風土・歴史・文化的遺産を貴重な学習資源ととらえ、学校

の体験学習や生涯学習など、幅広い教育活動に活用します。また、市内に残

る貴重な文化財を未来の子どもに継承するため、市川市独自の文化財の指定

基準を明確にし、自然・風土・歴史・文化的遺産の保護を図ります。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

文化財資料の延べ利用回数 
２,１４７回 

（Ｈ２４） 
２,１５０回 
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◇施策の方向 3-5 責任ある教育行政を確立する 

 

《施策一覧》 

 

 

 

 

 

 

 

これまで教育委員会は、教育水準の向上と地域の実情に応じた教育の振

興に努めてきました。多様化してきている家庭・学校・地域のニーズに応

えるためには、教育委員会のもつ機能を強化することが重要となっていま

す。 

市川市では、子ども・家庭・学校・地域の実態やニーズをふまえ、教育

行政における基本方針の決定、施策の立案を行うとともに、その実施状況

を点検・評価し、改善と充実に努め、教育委員会としての責任と役割を果

たします。また、積極的な情報発信に取り組み、信頼される教育行政を実

現します。 

 

3-5 責任ある教育行政を確立する 

◎ 教育委員会機能の充実に向けた取り組み 
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◆施策の内容◆ 

３－５－１ 教育委員会機能の充実に向けた取り組み 

教育委員会は、子どもや地域住民との交流をはじめ、学校や教育施設への

訪問など、さまざまな場を通して市民の意向を把握し、教育委員会の責任の

もとで方針の決定や施策の立案を行います。また、施策の改善と充実を図る

ために、検証改善サイクル（ＰＤＣＡサイクル）を実践します。さらに、会

議の公開や広報紙・ホームページを活用した情報発信を積極的に行い、開か

れた教育委員会を一層推進します。 

成果指標  現状（Ｈ２５）  目標（Ｈ３０）

「教育委員の役割や活動を知っている」と回答す

る人の割合 
３６％ ４０％ 
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第５章 計画の推進 
 

１ 実施事業 

 

施策の具体的な取り組みである実施事業については、中長期的な事業計画

を定めることにより、教育を取り巻く諸情勢の変化により計画策定時には予

想されなかった新たな教育上の課題に対応できず、実施事業の硬直化を招く

おそれがあります。 

そこで、この計画に、実施事業は掲載していません。 

実施事業については、毎年度、教育を取り巻く諸情勢の変化を的確にとらえ

実施するものとし、特に優先的に実施すべきものは、重点事業として公表しま

す。 

 

 

 

２ 連携・協働による計画の推進 

 

この計画は、教育委員会が実施する市立学校における教育・育成に関する施

策及び生涯学習全般における学びの支援に関する施策を対象としていますが、

教育を取り巻く諸情勢が大きく変化し、さまざまな課題が複雑・深刻化する中、

教育委員会の施策だけでは解決が難しくなっています。 

そこで、この計画の推進に当たっては、こども・保健・福祉部門などの市長

の事務部局と連携・協力を図りながら効果的に施策を実施していきます。 

また、行政だけでなく、保護者や地域の方々、関係機関や大学・企業など、

多様な主体がそれぞれ役割を分担しながら、社会全体が協働して教育の向上に

取り組むことが重要です。 

教育委員会は、さらに積極的な情報発信や参画しやすい環境づくりに努め、

市民協働で計画の推進を図ります。 
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○ 成果指標 
○ 重点事業の点検 

○ 実施事業

３ 検証改善サイクル（ＰＤＣA サイクル）の実践 

 

この計画の意義やねらいを市民、教育関係者などにわかりやすく伝え、共

有するとともに、施策を効果的かつ着実に実施するためには、目標を明確に

設定し、成果を客観的に検証し、そこで明らかとなった課題などをフィード

バックし、施策に反映させる検証改善サイクル（ＰＤＣA サイクル）の実践

が重要です。 

この点をふまえ、本計画では、施策ごとに目標達成度を直接的又は間接的

に測定するための成果指標を設定したところであり（第４章）、毎年度、その

成果指標を用いて施策を評価し、施策の改善につなげていきます（図１参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、施策の実現を図るためには、成果指標に基づく評価に加え、事業の

実績に基づく点検を行い、実施事業の位置付けや、その必要性の適否、事業

の進め方や、家庭・学校・地域との連携のあり方までを、総合的に評価して、

改善を図っていくことが重要です。 

そこで、成果指標に基づく評価に併せ、実施事業の点検を行い、効果的な

事業の推進を図り、施策の改善につなげていきます（図２参照）。 

施策の改善 

Ａction 

施策の立案

Ｐlan

施策の評価 

Ｃheck 

施策の実施

Ｄo 

PDCAサイクル

図１
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成果指標に基づく施策の評価 

【施策を実現するための点検と評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 新たな教育上の課題への対応 

 

計画期間において、教育を取り巻く諸情勢の変化などにより、計画策定時

には予想されなかった教育上の課題が新たに生じることが想定されます。 

このような新たな教育上の課題については、教育を取り巻く諸情勢の変化

を的確にとらえ、計画内容の見直しや新たな方策を検討するなど、迅速かつ

適切に対応します。 

事業 A 

事業の実績を点検 

計画の進行状況や効果の検

証結果をもとに、事業の進め

方を改善する 

・事業計画の改善 

図２

 

施策の達成状況の検証結果をもとに、施策の進め方を改善する 

計画の進行状況や効果の検

証結果をもとに、事業の進め

方を改善する 

・事業計画の改善 

施  策 

事業の実績を点検 

事業 B
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資 料 
 

１ 策定体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市川市教育委員会 

第２期計画の策定主体 

市川市教育振興審議会 

 

第２期計画案について、教育

委員会の諮問に応じ調査審議

し、意見を答申する。 

第２期市川市教育振興

基本計画策定会議 

 

第２期計画の策定に関し、調

査し、協議し、及び必要な調整

を図るとともに、第２期計画の

原案を作成する。 

第２期市川市教育振興

基本計画策定作業部会 

 

第２期計画の策定に必要な

事項を調査し、及び検討すると

ともに、第２期計画の素案を作

成する。 

市民の意見 

○パブリックコメント 

意見 

答申 

設置 原案提出

指揮 

監督 

素案提出

情報公開 

諮問 
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⑴ 市川市教育振興審議会設置条例 

（設置） 

第１条 本市に、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４

第３項の規定に基づき、市川市教育振興審議会(以下「審議会」という。)

を置く。 

（任務） 

第２条 審議会は、次に掲げる事項について、教育委員会の諮問に応じ調

査審議するとともに、必要に応じ建議することができる。 

⑴ 教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１７条第２項の規定に

より定める教育振興基本計画に関する事項 

⑵ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第  

１６２号）第２７条第１項の規定に基づく教育委員会の権限に属する

事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関する事項 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

（委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

⑴ 学識経験のある者 

⑵ 学校教育の関係者 

⑶ 幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校に在学する幼児、児童又

は生徒の保護者 

⑷ 地域における教育の向上に資する活動を行う者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員は、非常勤とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に、会長及び副会長各１人を置き、委員のうちから互選す

る。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長と

なる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

 

１ 市川市教育振興審議会
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（事務） 

第７条 審議会の事務は、教育委員会事務局教育総務部において処理する。 

（報酬及び費用弁償） 

第８条 市は、委員に対し、市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅

費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第２６号）の定めるとこ

ろにより、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。 

（委任） 

第９条 前各条に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、

審議会が教育委員会の同意を得て定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

（市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する

条例の一部改正） 

２ （略） 

 

 

⑵ 市川市教育振興審議会委員 

選出区分 氏 名 職業等 

学識経験を有する者 

（第１号委員） 

 

大熊 徹 東京学芸大学教授 

前田 泰弘 和洋女子大学准教授 

渡邊 智子 千葉県立保健医療大学教授 

油井 宏子 ＮＨＫ学園講師 

学校教育の関係者 

（第２号委員） 
佐藤 菊弥 市川市立第八中学校校長 

齊藤 雅代 市川市立大洲幼稚園園長 

幼稚園、小学校、中学校

又は特別支援学校に在学

する幼児、児童又は生徒

の保護者（第３号委員） 

ハリス 貴子 下貝塚中学校ＰＴＡ会長 

晒科 里美 須和田の丘支援学校ＰＴＡ副会長

地域における教育の向上

に資する活動を行う者

（第４号委員） 

角谷 好枝 コミュニティクラブ推進会議委員

中村 ふじ江 元市川市教育委員会委員 
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⑶ 諮問及び答申 

① 諮問書 
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② 答申書 
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⑴ 第２期市川市教育振興基本計画策定会議設置要綱 

（設置） 

第１条 第２期市川市教育振興基本計画（以下「２期計画」という。）の策

定を円滑に進めるため、第２期市川市教育振興基本計画策定会議（以下

「策定会議」という。）を置く。 

（任務） 

第２条 策定会議は、２期計画の策定に関し、調査し、協議し、及び必要

な調整を図るとともに、２期計画の原案を作成するものとする。 

（組織） 

第３条 策定会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。 

（会長及び副会長） 

第４条 策定会議に会長及び副会長各１人を置き、会長は教育次長を、副

会長は教育総務部長をもって充てる。 

２ 会長は、会務を統理し、策定会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 策定会議の会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、２期計画の策定に関係する担当

職員を策定会議の会議に出席させ、その意見を求めることができる。 

（作業部会） 

第６条 策定会議に、２期計画の策定に必要な事項を調査し、及び検討す

るとともに、２期計画の素案を作成させるため、第２期市川市教育振興

基本計画策定作業部会（以下「作業部会」という。）を置く。 

２ 作業部会は、教育政策課長の職にある者並びに市川市教育委員会事務

局等組織規則（昭和５３年教育委員会規則第１号）第６条第２項に規定

する課長並びに同条第４項に規定する教育センター所長、中央図書館長、

考古博物館長及び自然博物館長の推薦に基づき、会長が指名する者を

もって組織する。 

３ 作業部会は、２期計画の素案及びその作成の経過を策定会議に報告す

るものとする。 

（事務局） 

第７条 策定会議の事務は、教育政策課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営その他必要な事項

は、策定会議において定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年１月２５日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ 第２期市川市教育振興基本計画策定会議 
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２ この要綱は、平成２６年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１７日から施行する。 

別表（第３条関係） 

⑴ 教育次長 

⑵ 教育総務部長 

⑶ 教育総務部次長 

⑷ 教育総務部教育政策課長 

⑸ 学校教育部長 

⑹ 学校教育部次長 

⑺ 学校教育部義務教育課長 

⑻ 生涯学習部長 

⑼ 生涯学習部次長 

⑽ 生涯学習部生涯学習振興課長 

⑾ 企画部次長 

⑿ 財政部次長 

⒀ 文化国際部次長 

⒁ こども部次長 

⒂ 保健スポーツ部次長 

⒃ 環境清掃部次長 

⒄ 危機管理室危機管理課長 
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２ 策定経過 
 

年 月 主な内容 

平成２５年 １月 教育委員会において策定方針を決定 

平成２５年 ３月 第１回教育振興審議会で策定方針の説明 

平成２５年 ５月 第１回第２期市川市教育振興基本計画策定会議において

原案１を決定 

平成２５年 ７月 教育委員会において第２期市川市教育振興基本計画案決

定・諮問議決 

平成２５年 ７月 第２回市川市教育振興審議会に諮問 

平成２５年 ７月 第３回市川市教育振興審議会において調査審議 

平成２５年 ８月 第４回市川市教育振興審議会において調査審議 

平成２５年 ８月 第５回市川市教育振興審議会より中間とりまとめ報告 

平成２５年１０月 第２回第２期市川市教育振興基本計画策定会議において

原案２を決定 

平成２５年１１月 教育委員会において第２期市川市教育振興基本計画案２

決定 

平成２５年１２月 第６回市川市教育振興審議会において調査審議 

平成２５年１２月 パブリックコメント（１２月７日～１月６日） 

平成２５年１２月 市川市教育振興審議会より答申 

平成２６年 １月 教育委員会において第２期市川市教育振興基本計画決定 
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